
 

 

予防医学指導士認定制度のＨ２４年４月からの 

恒久制度による認定方法の一部修正について 

 

 

平成 24年 4月より予防医学指導士認定制度は現在の暫定措置から恒久制度によ

る認定制度となります。 

 現在、ホームページなどで恒久制度による認定制度をご案内しておりますが、

この恒久制度が一部修正されることとなりました。 

 ただ今、修正された恒久制度について、皆さまにご案内できるように準備中

でございます。準備できしだい、追ってホームページにてご案内申し上げます。 
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